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はじめに

「自殺対策基本法」の制定から１０年が経過

し、それまで「個人の問題」とされてきた自殺

が広く「社会の問題」と認識されるようになり、

全国的にも様々な対策が講じられてきたところ

です。

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であ

り、自殺の背景には精神保健上の問題だけでな

く、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、進路問

題や親子問題、いじめ、孤立などの様々な社会

的要因があることが知られています。このため、

自殺対策は社会全体の自殺リスクを低下させる

方向で、総合的に推進することが求められてい

ます。

本市においては平成２１年に健康増進計画

「健康たかしま２１プラン」を策定し、「地域のつながりの中で、全ての市民が元気

でいきいき暮らすことができる」を基本理念に、「こころの健康づくり」「健康を支え

合う地域づくり」を進めてまいりました。

この度、「滋賀県自殺対策計画」を受け、地域社会の情勢や自殺をめぐる現状と課

題を踏まえ、全ての市民がかけがえのない個人として尊重され、生きがいや希望を

持って暮らすことができるように、自殺を未然に防ぐことを念頭として、高島市自殺

予防計画「高島いのちのサポートプラン」を策定いたしました。

本計画の基本理念に掲げる「市民一人ひとりが、いきいきと暮らせるまち」の実現

に向け、市民の皆様との協働による包括的な支援体制づくりおよび施策の積極的な推

進に取り組んでまいりますので、市民の皆様をはじめ自殺予防対策に取り組む関係者

の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

結びになりましたが、本計画の策定にあたりまして貴重なご意見、ご指導をいただ

きました高島市自殺対策推進協議会委員の皆様をはじめ、様々な方面からご協力いた

だきました関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。

平成３１年３月

高島市長
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第１章    計計画画策策定定ににああたたっってて                       
 

 

１.計画の趣旨と背景 

 

我が国の自殺者数は平成１０年以降３万人を超え、深刻な社会問題となり

ました。こうした中で国においては平成１８年に「自殺対策基本法」が制定、

翌年に自殺総合対策大綱が閣議決定され、自殺対策の取り組みが強化されて

きました。 
滋賀県においては、平成２２年に「滋賀県自殺対策基本方針」を取りまと

め、平成２５年には自殺対策の拠点として滋賀県精神保健福祉センター※内

に自殺予防情報センター（現・滋賀県自殺対策推進センター※）が設置され

ました。平成２９年度には滋賀県自殺対策計画が策定され、「県民一人ひとり

が輝ける健やかな滋賀の実現」を基本理念に、地域住民と公的な関係機関の

協働による包括的な支援体制づくりが推進されているところです。 

本市においては、平成２１年に「健康たかしま２１プラン」を策定し、「自

殺者数の減少も視野に入れたこころの健康への取り組み」「健康づくりを意識

したまちづくりへの取り組み」を推進してきました。平成２６年の第２次計

画では、「こころの健康づくり」の実現に向けて、個人、地域、関係機関、行

政の取り組みを明確にし、引き続き啓発や相談窓口の普及に努めてきました。 

市の年間自殺者数に大きな変動はありませんが、市としてさらに具体的な

支援体制の推進を目指す必要があります。そこで、高島市自殺予防計画「高

島いのちのサポートプラン」を策定し、関係機関が互いに連携・協働するな

かで「誰も自殺に追い込まれることのない高島市」の実現を目指します。 

 

 

２.計画の期間 

     本計画の期間は、平成３１（２０１９）年度から平成３５（２０２３）年 

度までの５年間とします。 

    なお、この計画は自殺対策基本法または自殺総合対策大綱・滋賀県自殺対

策計画が見直された場合や、自殺をめぐる情勢の変化、施策の推進状況や目

標達成状況等をふまえ必要な見直しを行います。 

 

 

 



3

３.計画の策定体制 

    本計画は、保健・医療・福祉関係機関で構成する「高島市自殺対策推進 

協議会」において協議を行い、計画策定内容についてパブリックコメント 

を実施し、意見の集約・周知を図ります。 

 

 

４.他の計画との関連性 

本計画は、自殺対策基本法第１３条に規定される市町の自殺予防計画と 

して策定し、高島市総合計画、高島市地域福祉計画、市民の健康増進計画 

である健康たかしま２１プラン（第２次）を上位計画とします。その他関 

連計画との整合性を図ります。 

また、自殺対策基本法、自殺総合対策大綱および滋賀県自殺対策計画と 

の整合を図ります。 

 

 高島市自殺予防計画と他の計画との関係（概念図）  
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第２章  自殺の現状と課題              
     

１.自殺の現状 

 

（１）人口の推移（市） 

 

  人口は推計より速いペースで５０，０００人を割り込み、平成５２（２０４０）

年には４０，０００人を割り込むと推計されています。人口が減少する中にあっ

て、特に年齢別人口を見てみると、平成３７（２０２５）年には高齢者人口が最

大となり、以降は減少に転じることが分かります。しかし、高齢化率はその後も

上昇します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    出典 国勢調査,国立社会保障･人口問題研究所 
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（２）自殺者数・自殺死亡率の推移 

 

     厚生労働省人口動態統計によると、市の自殺者数は平成１４年の２１人をピー

クに、それ以降は１２人前後で推移してきました。男性の自殺者数は近年増加傾

向にあり、女性の自殺者数は横ばいとなっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     出典 警察庁「自殺統計」 

 

 

              出典 厚生労働省人口動態統計 

 

 

厚生労働省人口動態統計によると、市の人口１０万人当たりの自殺死亡率は、

平成２６年以降、国・県と比べても高い傾向が続いています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典 厚生労働省人口動態統計 
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（３）性・年代別自殺者割合・自殺死亡率 

 

    2018地域自殺実態プロファイル※によると、性・年代別の自殺者割合（全自殺

者に占める割合 H25～29年平均）は、男女ともに７０歳代以上が滋賀県よりも高

くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     出典 2018 地域自殺実態プロファイル 

 
 

性・年代別自殺死亡率(人口１０万対)は、男性では２０歳未満・２０歳代・ 

 ５０歳代・６０歳代を除いては県よりも高く、女性では２０歳未満・２０歳代 

を除いては、死亡率が県より高くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 2018地域自殺実態プロファイル 



8

（４）死因順位別にみた年齢階級別死因割合（全国） 

 

厚生労働省「人口動態統計」による年齢階級別の死因を見てみると、１５歳か 

ら３９歳までの死因の１位が自殺となっており、１０代後半から３０代前半にお

いて４割以上を占めています。 

 

                               出典 厚生労働省「人口動態統計」（Ｈ29年） 

 

 

（５）自殺実態の特徴（地域自殺実態プロファイルからみた重点対象）（市） 

 

うつ状態から自殺に至る背景には、身体疾患による病苦や、失業（退職）によ 

る生活苦等が考えられます。過去５年間では６０歳以上の女性の自殺者が最も多

く、無職で家族構成は同居者のいる者の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・順位は自殺者数にもとづき、同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 

・*自殺死亡率の母数（人口）は平成 27年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計した。 

・**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にした。   

           出典 2018地域自殺実態プロファイル 

 

 

自殺者数 自殺死亡率*

5年計（61人中） (10万対)

1位:女性60歳以上無職同居 14 23.0% 37.5 身体疾患→病苦→うつ状態

2位:男性60歳以上無職同居 9 14.8% 39.1
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み
（疲れ）＋身体疾患

3位:男性60歳以上無職独居 4 6.6% 129.4
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態
→将来生活への悲観

4位:女性40～59歳無職同居 4 6.6% 30.2
近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ
病

5位:男性40～59歳有職同居 4 6.6% 15.7
配置転換→過労→職場の人間関係の悩
み＋仕事の失敗→うつ状態

上位５区分 割合
（61人中）

背景にある主な自殺の危機経路**
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（６）自殺者における未遂の有無（市） 
 

警察庁自殺統計原票データに基づく特別集計（H25～29 年分）によると、自殺

者数における未遂歴の有無の割合は、全国、滋賀県と同様、未遂歴なしが６割を

占めます。 

                          

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            出典 警察庁自殺統計原票データに基づく特別集計（H25～29年分）                          
 
 
（７）湖西圏域自殺未遂者支援事業「高島いのちのサポート事業」 

年代別連絡者数 

 

    平成２９年１月から高島保健所と高島市が実施主体となり開始した、湖西圏域

自殺未遂者支援事業「高島いのちのサポート事業」※(以下「自殺未遂者支援事

業」という。)では、平成３０年１２月末までの２年間に１６人の自殺未遂者が

あり、同意を得た１１人に対して支援を行っています。 

                         平成 29年 1月～平成 30 年 12月 

 

 

  

資料 健康推進課 

 

 

 

 

計６１人中 

10～29歳 30～49歳 50～69歳 70～89歳 90歳以上 計

連絡者数 4人 3人 3人 4人 2人 16人
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（８）生活保護受給世帯の推移（市） 

 

   生活保護受給世帯数は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 社会福祉課（３月報告分）  
 

 

（９）生活困窮者自立相談支援機関「つながり応援センターよろず」相談件数（市） 

 

   生活困窮者自立相談支援機関「つながり応援センターよろず」※（以下「よろ

ず」という。）の相談件数は平成２９年度には１３５件と増加しています。就労

の有無にかかわらず家計に関する相談が増えてきています。 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

125件 109件 135件

0 0 0

0 0 0

11件 24件 26件

0 6件 2件

0 0 0

14件 15件 11件

5件 4件 5件

0 0 0

8件 13件 17件就労者数（一般就労総数）

新規相談受付件数（総数）

法
に
基
づ
く
事
業
等

利
用
件
数

住居確保給付金

一時生活支援事業

家計相談支援事業

就労準備支援事業

就労訓練事業

自立相談支援事業による就労支援

そ

の

他

生活福祉資金等による貸付

生活保護受給者等就労自立促進事業

 
資料 社会福祉課 
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（１０）精神保健福祉手帳所持者数の推移（市）

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成２９年で３３９人と増加傾向にあり

ます。

項目 H25 年 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年

1 級 19 人 19 人 21 人 23 人 22 人

2 級 215 人 221 人 225 人 239 人 239 人

3 級 60 人 64 人 71 人 83 人 78 人

計 294 人 304 人 317 人 345 人 339 人

資料 第５期障がい者福祉計画（３月３１日現在）

（１１）産後うつ病スクリーニング結果（市）

新生児訪問※時に実施している産後うつ病スクリーニング※結果では、産後うつ

病※のリスクが高いと判定される９点以上の者の割合が約１割となっています。

資料 健康推進課

【参考】国「健やか親子２１（第２次）」の指標（Ｈ２５年度調査）

「産後１か月で９点以上の産婦の割合 ８．５％」

（１２）電話相談高島こころのつえ相談室利用件数・主訴（市）

電話相談高島こころのつえ相談室※相談件数は、平成２６年度以降年間３００

件を超えています。相談主訴は、人生（生きづらさ）が半数を占めています。

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

件数 153件 329件 384件 346件 323件

資料 健康推進課

年度

（訪問総数）

H28 年度 H29 年度

205 人 205 人

産後うつ病スクリーニング９点以上
17 人

（8.3％）

21 人

（10.2％）

相談主訴 Ｈ２８年度（346件中） Ｈ２９年度 （323件中）

１ 人生（生きづらさ） 173 件(50.0％) 人生（生きづらさ） 177 件(54.8％)

２ 健康問題 87件(25.1％) 健康問題 72件(22.3％)

３ 家庭問題 45件(13.0％) 家庭問題 45件(13.0％)
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２． 高島市における自殺予防対策の課題

（１）統計からみえる課題

・過去２０年間での自殺者数は、最も多かった平成１４年が２１人であり、

　近年は１０～１５人の間で推移しています。市の自殺死亡率は、平成

　２６年以降、国・県と比べても高い傾向が続いています。

・過去５年間の自殺実態を分析した「2018地域自殺実態プロファイル」で

　は、市の自殺の特徴として、①高齢者（７０歳以上） ②生活困窮者

　③女性の自殺が多いことを挙げています。今後、市の高齢化が進むなか

　で、さらに自殺者数が増える可能性があります。

・電話相談の内容や精神保健福祉手帳所持者数の増加、高齢者の増加から、

　健康面の不安や生活しづらさを抱えながら暮らす市民も多いことが予想

　されます。早期に相談できる体制づくりと、自殺と関連が深いとされる

　うつ病の早期発見・早期対応に向けた啓発が重要です。

・市では近年１０代の自殺者はありませんが、自殺未遂者はあります。ま

　た、全国的にも自殺者数が減少しつつある中で、若年の自殺者は減少し

　ておらず、子ども・若者の自殺予防対策を推進する必要があります。

・一般的に約 1 割の産婦に産後うつ病の危険があり、妊娠期から出産後や

　子育て期にわたっての切れ目ない支援が重要です。

（２）関係機関からみた課題（市自殺対策推進協議会の意見から）

・市の子ども・若者支援に携わる関係機関からは、さまざまな生きづらさ

を抱えて精神的に不安定な言動や自傷行為のある子ども・若者がおり、

さらなる支援が必要という声があります。

居場所や心の安らぎを求めて安易で無防備な出会い（ＳＮＳ）や薬物に

興味を持つ若者、「死」を意識している子ども・若者が少なからずい

ます。

・「（健康・経済面等に）困っているのに、自ら相談に来る方が少ない。」と

いう意見が多く聞かれました。問題が長期化する前に相談できるような

啓発や、身近な相談体制が必要です。
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・就労していても借金等生活困窮の問題はあり、制度を知らず相談できな

い人の危険度が高いと思われます。

・関係者の意見の中で、「支援者は、同居家族がいる世帯は特に声をかけ

なくても大丈夫と思いがち」という声がありました。2018地域自殺実態

プロファイルによると、市では独居者よりも同居者のいる世帯の自殺者

が多い傾向があります。同居者の有無に関わらず見守りや声かけが必要

です。

・高齢者は健康状態の悪化や配偶者・近親者との死別、家庭や社会的な役

割の縮小から孤立や孤独に陥りやすいという特徴があります。

意欲低下や閉じこもり、アルコール依存、抑うつにつながる恐れがある

ため、周囲の人の声かけや身近な見守りが重要です。

・高齢者は持病（疾病）を持っていることが多いことから、体調変化をお

こしやすく、精神面に影響を与えることもあります。要介護者や家族の

精神状態の悪化の兆候を見逃さないよう、ケアマネジャー等介護関係者

との連携支援を密に図るとともに、適切な医療受診につなげることが必

要です。

・アルコール依存のある人の支援は、家族や地域からの孤立、支援機関と

のつながりにくさなど多くの問題が関連していることが多く、困難性が

高いことから支援者側の研修・スキルアップが必要です。
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第３章 計画の基本的な考え方

１.基本理念

高島市では、第２次高島市総合計画（３.わけへだてなくつながりを

「つむぎ」あえるまちづくり～健康でいきいき暮らせる地域づくり～）、高島

市地域福祉計画（第３次）基本目標２「助け合いで地域をつくろう」の基本

理念に基づき、『市民一人ひとりがいきいきと暮らせるまち～誰も自殺に追い

込まれることのない高島市～』を目指します。

２.基本的な認識

（１）自殺は誰にでも起こり得る危機

自殺は、病気や障がいといった原因のほか、仕事や収入の問題、学校・

職場・家庭の人間関係等が複雑に関係しており、追い込まれた末の死です

（ＮＰＯ法人ライフリンク「１０００人実態調査から見えてきた自殺の危

機経路」参照）。

自殺は、一部の人に限定して起こるものではありません。日常生活の中

で誰にでも起こり得る危機です。

「市民一人ひとりがいきいきと暮らせるまち」

～「誰も自殺に追い込まれることのない高島市」を目指して～
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（２）様々な分野の関係機関との連携が必須

自殺は、個人の健康問題、経済的な問題、人間関係の問題のほか、家族

の状況や地域とのつながりの有無等が複雑に関係しています。そのため、

様々な分野の関係者が自殺予防対策について理解を深めながら予防的な関

わりに努め、相談支援機関との連携を深めていく必要があります。

３.基本目標

（１）啓発の推進 ～自殺を防ぐ『まちづくり』～

（２）相談支援体制の充実 ～自殺を防ぐ『しくみづくり』～

困りごとを感じた本人が自ら相談できることが重要であることから、身

近な相談窓口や電話相談の周知を図ります。自ら相談しづらい人も多いた

め、様々な分野の関係者に自殺予防の必要性や相談窓口の周知を図ること

で、早期に支援機関とつながるよう努めます。

複合的な問題を抱えた方への支援においては、関係機関が連携しながら

取り組んでいくことが重要です。適切な連携ができるように、各機関の役

割について理解を深め、関係者で方針を共有しながら支援します。

 地域社会全体の自殺リスクを低下させるには、互いに見守り・声かけを

行う地域のつながり・支え合いを大切にする雰囲気の醸成が重要です。こ

れは自殺予防に限ったことではなく、市が地域共生社会の実現に向けて取

り組む中で、併せて推進する視点の一つと考えられます。「誰もが住みや

すいまちづくり」は大きな自殺予防対策です。そのために市民がこころの

健康づくりについて理解を深め、自分のこころの健康を保つとともに、身

近な人のＳＯＳに気づき、支えになることができるよう啓発を行います。



17

（３）人材育成 ～自殺を防ぐ『ひとづくり』～

自殺予防には、ＳＯＳへの気づきや傾聴等、丁寧な関わりが大切です。

置かれている状況も一人ひとり違い、対応方法も異なります。地域社会全

体の自殺リスクを低下させるために、対応の基本姿勢や留意点等、基礎的

な研修を多くの関係者が受けられる体制づくりに努めます。

また、相談支援従事者が必要時に医療や他機関につなぐことができると

ともに、不安や自責感から孤立することのないよう、研修や事例検討を行

い人材育成に努めます。

４.基本的な方針

高島市の自殺予防対策の方向性を検討するうえで、国の自殺総合対策大

綱（平成２９年７月２５日閣議決定）の基本方針をもとに、市の自殺予防

対策を推進していきます。

自殺対策総合大綱第３章「自殺総合対策の基本方針」

① 生きることの包括的な支援として推進する。

② 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む。

③ 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる。

④ 実践と啓発を両輪として推進する。

⑤ 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、

その連携・協働を推進する。
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第４章  自殺予防対策における 

重点的な取り組み     
 

 

１.重点的な取り組み 

       

第２章での課題をふまえ、市の自殺予防対策として、以下の３点に重点的 

に取り組みます。 

 

        ◆高齢者への取り組み 

       ◆子ども・若者への取り組み 

       ◆生活困窮・社会的孤立者への取り組み 

    

       

◆高齢者への取り組み 

　市の過去５年間の自殺実態の分析によると、①高齢者（７０歳以上）②生

活困窮者 ③女性の自殺が多いことが挙げられます。

　高齢者は、健康状態の悪化や配偶者・近親者との死別、家庭や社会的な役

割の変化から、孤立や孤独に陥る危険度が高いことが推測されます。その状

態が続くと、意欲低下や閉じこもり、アルコール依存や抑うつ等精神的な状

態の悪化をきたすおそれがあります。かかりつけ医が受診時に病気への不安

や悩みを聴くとともに、必要な時は専門医療機関と連携して専門的な治療が

受けられるよう支援します。

　また、外出しづらい高齢者の自殺予防に対しては、高島市民生委員児童委

員協議会連合会、高島市社会福祉協議会、高島市地域見守りネットワーク、

その他民間団体との訪問や見守りによる支援をすすめていきます。

　虚弱・要支援・要介護状態の高齢者には、今できていることや現在の役割

を少しでも長く続けることで自己肯定感が維持できるような支援を、ケアマ

ネジャー・介護関係者とともに継続していきます。また、本人・介護者の

ＳＯＳの兆候を見逃さないよう、関係者間の連携を密に図るとともに、必要

に応じて医療機関受診につなげるよう努めます。

　高齢期において生涯を通じた社会参加と生きがいづくりを推進するととも
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に、シルバー人材センター※やボランティア活動など、地域社会への参加が

できるようなきっかけづくりを多機関と協働して推進していきます。

◆子ども・若者への取り組み

家庭・学校・地域におけるすべての見守りや関わりが、子ども・若者の自

殺予防対策です。市の次世代を担うすべての子ども・若者に対して、自殺予

防のための基本的な教育を系統的に行うことが重要です。年齢に応じた「い

のちを守るための教育」が行えるよう努めます。

早期のメンタルヘルス（こころの健康の保持）についての教育を推進する

とともに、困難なことやストレスへの対処方法、解決力の向上に向けた教育、

援助希求的態度（ＳＯＳの出し方）の教育を推進します。あわせて子ども・

若者のＳＯＳを早く察知できるよう、教職員はじめ関係者への研修や啓発の

機会を持つよう努めます。

特に若年者の自殺が多い９月１日を市の自殺予防週間の始まりと定め、啓

発活動を行います。

さらに、必要時には学校と子ども・若者支援センターあすくる高島 （以下

「あすくる高島※」という。）や地域の相談機関等が連携しながら、保健医療

のサービスに早期につながるよう取り組んでいきます。

様々な支援をしている中でも、どこにも居場所がないと強く感じる子ども・

若者の存在を視野に入れておく必要があります。多くの分野が連携・協働し

て「今」を生きる子ども・若者に対する正しい認識の浸透を図ること、「安全・

安心」の保障も含めた居場所づくりを意図して事業を行うよう努めます。

◆生活困窮・社会的孤立者への取り組み

生活困窮の問題は、様々な要因が複雑に絡み合いながら引き起こされるこ

とから、関係機関の気づきや対応が重要です。そのため、今後も生活困窮者

自立支援事業を通して、広く市民生活に関連する機関への啓発やネットワー

ク強化に取り組みます。

市では平成２７年度からよろずを立ち上げ、生活困窮者の支援を行ってき

ました。これにより社会的孤立やひきこもりといった方への訪問支援が強化

された一方で、家族や親族間、地域間での関係性は希薄化が進み、孤立・孤

独からこころの健康を損なう方が増えつつある現状が見えてきました。

地域社会全体の自殺リスクを低下させるためには、自ら発信しにくいＳＯ

Ｓの兆候を早期に察知し関係機関につなぐという、早期発見・早期対応によ

る予防的な視点で関わることが大切です。そのために、様々な分野の窓口職

員への継続的な研修の機会を持つよう努めます。 

また、今後も生活困窮・社会的孤立者への訪問支援や庁内連携の推進、地

域見守りネットワークとの連携、市内の関係団体・関係機関との連携をすす

めるなかで、早期に支援を要する対象者とつながるよう地域への周知を図り

ます。 

 

 

 

参考資料（一部抜粋） 

 

「生活困窮者自立支援制度と自殺対策施策との連携について」の 

            一部改正について  

厚生労働省大臣官房参事官 

厚生労働省社会・援護局地域福祉課長 

平成３０年１０月１日発 

 

 

平成２９年の自殺者２１，３２１人のうち、経済・生活が原因・動機とし

てあげられた者は３，４６４人に及ぶ。自殺の危険性が高い者は、既に生活

困窮状態にあることもあれば、将来的に生活困窮に至る可能性のある者もい

ると考えられる。逆に、生活困窮状態にある者又は生活困窮に至る可能性の

ある者が、生活困窮状態を理由に、または生活困窮状態と他の要因が絡み合

い、自殺に追い込まれることもあると考えられる。 

したがって、法に基づく支援と自殺対策が、対象者本人の状態や意向と

各々の専門性に応じて、しっかりと連携することが重要である。 
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員への継続的な研修の機会を持つよう努めます。 

また、今後も生活困窮・社会的孤立者への訪問支援や庁内連携の推進、地

域見守りネットワークとの連携、市内の関係団体・関係機関との連携をすす

めるなかで、早期に支援を要する対象者とつながるよう地域への周知を図り

ます。 

 

 

 

参考資料（一部抜粋） 

 

「生活困窮者自立支援制度と自殺対策施策との連携について」の 

            一部改正について  

厚生労働省大臣官房参事官 

厚生労働省社会・援護局地域福祉課長 

平成３０年１０月１日発 

 

 

平成２９年の自殺者２１，３２１人のうち、経済・生活が原因・動機とし

てあげられた者は３，４６４人に及ぶ。自殺の危険性が高い者は、既に生活

困窮状態にあることもあれば、将来的に生活困窮に至る可能性のある者もい

ると考えられる。逆に、生活困窮状態にある者又は生活困窮に至る可能性の

ある者が、生活困窮状態を理由に、または生活困窮状態と他の要因が絡み合

い、自殺に追い込まれることもあると考えられる。 

したがって、法に基づく支援と自殺対策が、対象者本人の状態や意向と

各々の専門性に応じて、しっかりと連携することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章  基本目標と具体的な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章  基本目標と具体的な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 基本目標と具体的な取り組み

１．取り組みの体系

第

市民一人ひとりがいきいきと暮らせるまち基本

理念 ～「誰も自殺に追い込まれることのない高島市」を目指して～

高齢者への取り組み
生活困窮・社会的孤立

者への取り組み子ども･若者への取り組み

基本

目標
今

後

の

取

り

組

み

目標

①自殺は誰にでも起こり

得るという認識の醸成

１．啓発の推進

自殺を防ぐ『まちづくり』

②自殺のリスク要因を減

らし、生きる楽しみを持

つための取り組み

③自殺や精神疾患に対す

る偏見をなくす取り組み

④こころの健康づくりの

推進

⑤地域における様々な分

野に従事する人への啓発

（ゲートキーパー研修）

⑥相談窓口情報のわかり

やすい発信

２．相談支援体制の充実

自殺を防ぐ『しくみづくり』

①介護家族への支援の充実

②児童虐待の被害児童への支

援の充実

③困難を抱える子ども・若者

への支援の充実

④困りごとを抱える人への総

合的な支援の推進

⑤依存症者等に対する支援の

充実

⑥妊産婦への支援の充実

⑦精神保健医療福祉施策との

連携

⑧自殺未遂者、自死遺族等に

対応する支援体制づくり

３．人材育成

自殺を防ぐ『ひとづくり』

① 教職員に対する研修

等の実施

②自殺未遂者、自死遺

族等に対応する職員の

資質の向上

③支援者・窓口担当者

に対するゲートキーパ

ー研修

☆孤立・孤独を防ぐための

交流や地域の見守り強化

☆地域の担い手としての役割

の確保（生きがいづくり）

☆関係者の連携による支援

体制の強化

☆年齢に応じた「いのちを守るた

めの教育」の推進

☆教育と保健福祉の連携による

支援体制の強化

☆若年自殺の多い９月１日を

含む自殺予防週間の啓発

☆SOS への対応力を高める

関係者の人材育成

☆早期相談につなげるための

啓発や窓口の周知

☆関係者のネットワーク強化

による早期支援
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２．具体的な取り組み 

 

基本目標１ 啓発の推進 ～自殺を防ぐ『まちづくり』～ 

 

 

（１）自殺は誰にでも起こり得るという認識の醸成 

 

自殺は、病気や障がいのある方等、一部の人に限定して起こるものではな

く、日常生活上の問題（仕事や収入、人間関係等）が複雑に絡んで起こるも

のです。そのため誰にでも起こり得ることを周知し、危機に陥った時には  

「誰かに気持ちを話して、支援を求める方がよい」ということが市民の共通

認識となるよう、広報たかしま、防災行政無線、市ホームページ、メール配

信等を通じて、積極的な普及啓発を行います。 

特に毎年９月１日から、国の定める自殺予防週間（９月１０日からの１週

間）を含む期間を『高島市自殺予防週間』とし、自殺対策強化月間（毎年３

月）ともに重点期間と定め、広報を活用して啓発活動を行います。 

 

取 り 組 み 担 当 部 署 

高島市自殺予防週間をはじめとして、啓発を行いま

す。 

健康推進課 

高島保健所 

学校（級）だより等により、各家庭への啓発を行い

ます。 
学校教育課 

 

 

（２）自殺のリスク要因を減らし、生きる楽しみを持つための取り組み 

 

自殺予防対策では、「生きることのマイナス要因」を減らす取り組みと、

生きがい・喜びを感じる「生きることのプラス要因」を増やす、という両輪

で取り組んでいく必要があります。 

青壮年世代には、職場においてのストレスチェックの実施をすすめるとと

もに、ワークライフバランス※の重要性や自殺予防対策について理解を深め

ていきます。 

 

生きることのマイナス要因：過労、生活困窮、育児・介護の疲れ、 

いじめ、孤立 等  

生きることのプラス要因 ：自尊感情、信頼できる人間関係、等 

                                 国の自殺総合対策大綱より  
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取 り 組 み 担 当 部 署 

ワークライフバランスの重要性や自殺予防対策に

ついて啓発を行います。 

健康推進課 

高島保健所 

職場におけるストレスチェック制度の活用につい

て啓発を行います。 
健康推進課 

 

 

（３）自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取り組み 

 

うつ病等精神疾患は、ほかの人から症状が見えにくく、誤解を受けやすい

傾向があります。病気に対する理解を深めるとともに、必要な時は早目の休

養や受診ができるよう、地域への啓発を行います。 

 

取 り 組 み 担 当 部 署 

自殺や精神疾患への偏見をなくすため、広報や講

演会の開催等、啓発を行います。 

健康推進課 

障がい福祉課 

サロンの開催や居場所づくりを通して、地域の中

で交流の機会が増えるようにします。 

高島市社会福祉協議会 

地域包括支援課 

障がい福祉課 

精神保健福祉ボランティアの養成・フォローアッ

プを行います。 
障がい福祉課 

 

 

（４）こころの健康づくりの推進 

 

「健康たかしま２１プラン（第２次）こころの健康づくり」に基づき、地

域住民・関係機関と協働して各世代への啓発に引き続き取り組みます。 

 

〈幼少世代〉（０～１５歳） 

取 り 組 み 担 当 部 署 

健康なこころとからだを育てるため、栄養・活動・

睡眠・生活リズムの重要性について、啓発を行い

ます。 

健康推進課 

子育て支援課 

学校教育課 

本人・家族が早期に悩み事を相談できるよう、相

談窓口を周知します。 

健康推進課 

学校教育課 

教育相談・課題対応室※ 

あすくる高島 
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〈青壮年世代〉（１６～６４歳）

取 り 組 み 担 当 部 署

健康的なストレス軽減方法について、啓発を行い

ます。

健康推進課

高島保健所

〈高齢世代〉（６５歳以上）

取 り 組 み 担 当 部 署

地域の中で、不安や悩みを話し合える交流の場づ

くりを推進します。

高島市社会福祉協議会

地域包括支援課

健康推進課

介護予防出前講座の機会を活用して、参加者に自

殺予防の啓発を行います。

地域包括支援課

健康推進課

（５）地域における様々な分野に従事する人への啓発

市内には多くの職域やボランティア等の団体があります。構成員のほとん

どは、市民または市内で活動する人材です。これらの団体と協働することに

よって、より多くの市民に自殺予防の視点が拡がることが期待されます。併

せて、団体と継続的に市の相談窓口や支援機関とのネットワークを構築し、

重層的に市民を支えるとともに、地域全体の自殺予防対策への意識高揚を目

指して、自殺予防計画の周知・ゲートキーパー※研修を行います。

取 り 組 み 担 当 部 署

各種団体や地区組織と協力してゲートキーパー研

修を開催します。

健康推進課

高島保健所

（６）相談窓口情報のわかりやすい発信

困りごとを感じた市民が自ら相談先がわかること、また、本人のＳＯＳに

気づいた周囲の方がどこに相談したらよいかわかることが大切です。本人・

家族が早期に相談でき、適切な支援にすみやかにつながるよう、相談支援体

制の充実を図るとともに、広報たかしま、防災行政無線、市ホームページ、

メール配信等を活用して、相談窓口、電話相談等の情報を発信します。

また高島保健所や滋賀県精神保健福祉センター・滋賀県心の教育相談セン

ター※と連携して、より専門的な相談や早期の受診にスムーズにつなげられ

るようにします。
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取 り 組 み 担 当 部 署 

相談窓口一覧（パンフレット）を作成し、相談先

を周知します。 

健康推進課 

障がい福祉課 

高島保健所 

 

 

基本目標２  相談支援体制の充実 ～自殺を防ぐ『しくみづくり』～ 

 

 

（１）介護家族への支援の充実 

 

介護者の中には、介護疲れや本人との関係悪化、周囲との交流の減少から

孤立感を感じる場合もあります。特に、認知症の方を抱える家族の場合、認

知症状による介護負担をもたらしたり、普段なかなか口に出せないつらい思

いをこころの中に抱えていることもあります。長期間の介護を担う中で、世

帯のその他の問題（育児や自分の健康不安、経済問題等）が重なる等、スト

レスが非常に高まる可能性もあります。そのため、ケアマネジャーや介護ス

タッフ、地域住民が連携して、見守りや介護負担の軽減を図ります。また介

護家族の会等に参加することも、孤立や孤独を防ぎ、介護の負担感を軽減で

きることから、積極的に情報提供し支援します。 

      

取 り 組 み 担 当 部 署 

介護家族の会、ケアメンの会※、認知症カフェ等の

活動を支援し、市民に広く周知します。 
地域包括支援課 

障がい者・児の家族会等の活動を支援し、市民に広

く周知します。 

高島市社会福祉協議会 

障がい福祉課 

健康推進課 

サービス提供事業所に自殺予防対策を周知すると

ともに、連携して支援を行います。 

地域包括支援課 

障がい福祉課 

健康推進課 
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（２）児童虐待の被害児童への支援の充実 

 

児童虐待は、心身の発達と人格の形成に重大な影響を与えます。児童虐待

の発生予防、早期発見・早期対応や虐待を受けた児童の適切な保護・支援を

図るため、関係機関と連携し、保育園、幼稚園、認定こども園や学校・地域

における見守りや支援を行います。 

また、被害児童が思春期以降に精神的に不安定な状態となったり、自傷行 

為に至ることもあり、被虐待児のこころのケアの充実を目指して関係機関で 

協議します。 

 

取 り 組 み 担 当 部 署 

 

児童虐待の発生予防と、早期発見・早期対応に継続

して取り組みます。 

子ども家庭相談課 

子育て支援課 

学校教育課 

健康推進課 

虐待を受けている（受けた）児童のこころのケア充

実に向けた協議をします。 

子ども家庭相談課 

子育て支援課 

学校教育課 

あすくる高島 

健康推進課 

 

 

   （３）困難を抱える子ども・若者への支援の充実 

 

 若年無業（ニート）・ひきこもり状態にあったり、非行・犯罪に陥ったり、

犯罪被害にあった子ども・若者には、それぞれ様々な背景があります。表面

的な問題だけでなく、「死にたい、消えたい」という気持ちを持っていたり、

支援につながらないまま長期化したひきこもり状態にある者も少なくありま

せん。 

困難さを抱える子ども・若者に関しては、学校やあすくる高島等、本人・

家族と関わりのある機関が、その他の相談支援機関と連携してつながること

が重要です。そのなかで、高島保健所のひきこもり相談や精神保健相談、教

育相談・課題対応室や滋賀県心の教育相談センター湖西相談所での相談、教

育支援センタースマイル※への通所、受診や訪問等、保健医療福祉・労働の

機関と連携して個別支援の充実を図ります。 
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取 り 組 み 担 当 部 署 

子ども・若者が安心して過ごせる居場所づくりに努

めます。 
あすくる高島 

学校等、身近な場所で相談を行います。 
あすくる高島 

学校教育課 

保健・福祉・医療・労働などの機関等とつながり、

個別支援の充実を図ります。 

学校教育課 

あすくる高島 

教育相談・課題対応室 

健康推進課 

高島保健所 

 

 

（４）困りごとを抱える人への総合的な支援の推進 

 

生活に困窮する方からの暮らしに関する相談は、よろずを中心に生活再建

のための支援を実施しています。相談対応にあたっては、地域のネットワー

クの中で関係機関や支援者と互いに連携し、包括的な支援を引き続き行いま

す。 

不安定な就労による困窮の相談や、公共料金等の滞納相談などは状況が深

刻化してから寄せられることが多く、問題が深刻化する前に就労支援や家計

支援につながることで早期に生活を再建し、精神的安定と社会からの孤立を

防ぐことが重要です。相談窓口では困りごとを丁寧に聴き、相談支援機関に

つなぐよう努めます。これら経済的な問題の再建について、継続的に相談に

応じ、必要に応じて相談支援機関につなぐ等、適切な支援を行います。 

 

 

取 り 組 み 担 当 部 署 

生活上の困りごとを聴き、早期に相談支援機関につ

なぎます。 

各相談窓口 

社会福祉課 

高島市社会福祉協議会 
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（５）依存症者等に対する支援の充実 

 

アルコール、ギャンブル、薬物等依存症※は、離職や家族・近親者との関

係破たんをきたしやすく、孤立や孤独、生活困窮に陥ることも多いことから、

自殺の危険度が非常に高くなります。アルコール対策は自殺予防対策を推進

するうえで不可欠であり、アルコールの健康被害について、地域住民へ啓発

をすすめます。また、様々な依存症について、借金や家族問題等との関連を

ふまえ、継続的な治療を行うための支援や、自助グループ活動に対する支援、

生活再建への支援を推進します。 

 

取 り 組 み 担 当 部 署 

健康的なストレス軽減の方法や、アルコール等によ

る様々な依存症について、啓発を行います。 

健康推進課 

高島保健所 

 

 

（６）妊産婦への支援の充実 

 

妊娠届出時から保健師・助産師がすべての妊婦と面談を行い、支援プラン

を作成します。関係機関と連携しながら妊娠から出産・子育てに至るまで切

れ目ない支援を実施します。出産後間もない時期の産婦については、産科医

療機関と連携して支援の必要な妊産婦（心身の不調や疾患または育児不安等

を抱える者）を早期に把握し、訪問支援を実施します。 

産婦健康診査事業※や新生児訪問(全数)を通して、心身の状態の把握を行

い、産後うつ病の予防と早期対応に努めます。  

 

      取 り 組 み 担 当 部 署 

医療機関と連携しながら、支援の必要な妊産婦の早

期把握と切れ目ない支援を行います。 

健康推進課 

高島保健所 

 

 

（７）精神保健医療福祉施策との連携 

 

自殺の危険性の高い方の早期把握と専門医療機関のスムーズな受診をすす

めます。また、自殺の背景にある生活上の問題に包括的に対応するため、関

係機関で協議しながら支援します。 

専門医療機関とのスムーズな連携のために、高島市医師会・高島保健所等

と連携し、かかりつけ医の相談体制をすすめるとともに、専門医療機関との

連携推進をめざします。   
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取 り 組 み 担 当 部 署 

受診時に病気への不安や悩みを聴くとともに、必要

な時は専門医療機関と連携して専門的な治療が受

けられるよう支援します。 

 

高島市医師会 

 

自殺の危険性の高い方の早期把握・早期対応をすす

めます。 

健康推進課 

県自殺対策推進センター 

高島保健所 

 

サービス関係機関で協議しながら、医療機関と連携

します。 

障がい福祉課 

地域包括支援課 

健康推進課 

高島保健所 

 

 

（８）自殺未遂者、自死遺族等に対する支援体制づくり 

 

自殺未遂者支援事業や自死遺族支援においては、よりよい支援を行うため

に、滋賀県自殺対策推進センターや高島保健所等、専門的な相談機関の協力

を得ながら、支援します。 

現在、自死遺族については支援につなぐシステムがなく、対象者が把握で

きない状況です。今後、遺族に対して、必要時に相談や家族会等の情報提供

ができるよう、警察・消防・救急告示病院（高島市民病院・マキノ病院）を

含めた関係機関で協議します。 

 

 

取 り 組 み 担 当 部 署 

自死遺族や自殺未遂者への支援体制づくりに向け

て協議します。 

健康推進課 

高島保健所 
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基本目標３ 人材育成 ～自殺を防ぐ『ひとづくり』～

（１）教職員に対する研修等の実施

学校におけるこころの健康問題の現状と課題を把握し、子どものメンタ

ルヘルスとその対応について理解するとともに、教職員が子どものＳＯＳ

をキャッチする感性や指導力、実践力等の向上を図るための研修を実施し

ます。

取 り 組 み 担 当 部 署

子どものこころの状態や悩みに早く気づけるよう、

教職員に対して、研修を行います。
学校教育課

（２）自殺未遂者、自死遺族等に対応する職員の資質の向上

自殺未遂者支援や自死遺族支援においては個別性が高いため、関係者で

協議しながら支援します。また、よりよい支援を行うために、県自殺対策推

進センターや高島保健所等、専門的な相談機関の協力を得て、支援します。

取 り 組 み 担 当 部 署

相談支援従事者のスキルアップのための研修と、サ

ポートを行います。

健康推進課

県自殺対策推進センター

（３）支援者・窓口担当者に対するゲートキーパー研修

市全体の自殺リスクを低下させるためには、生活に困難さを抱える対象者

のＳＯＳの兆候を早期に察知し、丁寧に聴きながら必要な情報提供をしたり、

関係機関につなぐという、予防的な関わりが有効です。そのため、相談支援

従事者への専門的な研修のみでなく、広く生活の支援を行う関係者に対して

自殺予防のためのゲートキーパー研修を行います。

取 り 組 み 担 当 部 署

窓口担当職員等も含めたゲートキーパー研修を行

います。
健康推進課
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第６章 自殺予防対策の推進体制と 

数値目標 
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第６章 自殺予防対策の推進体制と 

数値目標 

 

 

１．推進体制 

健康推進課を事務局として、高島市自殺対策推進協議会の構成団体等が相

互に連携・協力を図りながら、自殺予防対策に資する取り組みを実施すると

ともに、市の実情に応じた取り組みの推進を図ります。 

 

２．数値目標 

市の自殺死亡率を現在の値から１５％以上減少させることを目標とします。 

平成２４年～２８年の自殺死亡率（１０万対）の平均２３．９（自殺死亡

者１２．４人）と比べて、Ｈ３４年（２０２２年）には市の５年平均自殺死

亡率２０．３以下（年間自殺者数１０．５人以下）となることを目指します。 

 

３．施策の評価および管理 

高島市自殺対策推進協議会において、ＰＤＣＡサイクルを通じて具体的な

取り組みの評価・検討を行います。 

           

 

   実行 

Ｄo 
計画に沿い実践 

評価 

Check 
検証・分析 

 

 

 

改善 

Action 
修正 

 

 

計画 

Plan 
目標・解決策決定
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第７章  資料編 
 

                    

 

１．用語・機関名説明 

 

２．高島市自殺対策推進協議会設置要綱 

 

３. 高島市自殺対策推進協議会委員名簿 

 

４. 計画策定の経過報告 

 

５. 高島市における自殺予防の現状と課題 

 

６．自殺対策基本法（平成２８年４月１日改正） 
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１．用語・機関名説明 

 

あ行 

あすくる高島（子ども・若者支援センター） 

  小学生から３０歳代までの子ども・若者を対象に、学校・家庭生活での

悩みや就労の悩み等の相談に応じ、対象者が自分自身を見つめ直し、健

やかに成長していくための、目標や希望に応じた個別支援を行う市の機

関。子ども・若者相談支援総合窓口、少年センターを兼ねる。 

 

依存症 

  日常生活に支障をきたしているにもかかわらず、アルコール、薬物など

の物質の使用や、ギャンブル、買い物などの行為にのめり込み、それが

やめられず、自分の力だけではどうにもならない状態となる精神疾患。 

 

  

か行 

教育支援センタースマイル 

  学校に行きたくても行くのが困難な子どもたちを対象に、不安や悩みの

相談や集団での体験活動、基礎学力の補充などを通して、学校生活への

復帰や社会的自立を支援するための機関。 

 

教育相談・課題対応室 

  主に小学校入学前から中学校卒業までの幼児・児童・生徒や保護者、学 

校、市民から不登校やいじめ、子育てなど教育に関わる相談を受ける市 

の機関。 

 

ケアメンの会 

  男性が介護する中での様々な疑問や悩みを解消するため、介護の知識を

学んだり、情報交換を行うつどいの場。 

 

ゲートキーパー 

悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、  

見守る人のこと。特別な職種ではなく、家庭や職場、学校等、誰もがゲ

ートキーパーになることができる。 

 

湖西圏域自殺未遂者支援事業「高島いのちのサポート事業」 

 自殺未遂者やその家族への個別的・継続的な支援を行い、自殺の再企図

を予防することを目的とする。 
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さ行

産後うつ病

出産がきっかけで発病するうつ病。産後２週間から１か月程度で発病す

ることが多い。産婦の約１０％程度に起こるといわれている。

産後うつ病スクリーニング

エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）を用いて、産後の心身の状態

を把握し、産後うつ病の危険度をはかること。

産婦健康診査事業

産後間もない時期にある産婦が産婦健康診査を受診する場合に、その費

用の一部を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する

支援を強化し、産後うつ病予防や乳児への虐待防止を目的に行う。

滋賀県心の教育相談センター

県の不登校の相談機関。湖西相談所として高島保健所内に出張相談所を

開設している。相談対象は、原則として市内に在住、または市内の高等

学校・特別支援学校に在学中の方の不登校で困っている保護者、本人、

教諭。

滋賀県自殺対策推進センター

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、県内すべての

市町において地域の状況に応じた自殺対策が総合的かつ効率的に推進

されるよう、自殺に関する実態把握、広報啓発、電話相談、人材育成、

遺族支援等を行う県の機関。

滋賀県精神保健福祉センター

地域の関係機関へ技術協力、人材育成のための教育研修、普及啓発、調

査研究、精神保健福祉相談、協力組織の育成、精神医療審査会や精神障

害者保健福祉手帳・自立支援医療（精神通院医療）に関する事務、精神

科救急相談、緊急対応などの業務を行う県の機関。

シルバー人材センター

高年齢者にふさわしい仕事を家庭、事業所、公共団体等から引き受け、

会員に提供する県知事認可の公益法人。

新生児訪問

生後１か月以内を目安に、保健師・助産師が家庭訪問し、新生児・産婦

の健康状態を把握したり、育児の相談を行う。
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生活困窮者自立相談支援機関つながり応援センターよろず 

経済的に困窮している人、社会から孤立していくつもの課題を抱えてい

る方などが地域で自立した生活が送れるよう、相談支援員や就労支援員、

家計相談支援員が相談に応じ、個別的、継続的な支援を行う機関。 

 

 

 た行 

 地域自殺実態プロファイル 

  自殺対策計画に必要とされる、地域の実態の分析および地域特性（地域

の課題）の把握のために、厚生労働省自殺総合対策推進センターが作成

した資料集。 

 

電話相談 高島こころのつえ相談室 

養成講座を受けたスタッフが、相談者の思いや悩みに寄り添い、希望が

あれば、必要な支援機関・団体の窓口の紹介を行う電話相談窓口。 

週２日（水曜・木曜）１３時～１７時まで、電話相談員養成講座を修了

した相談員が２～３名で対応している。 

 

 

わ行 

ワークライフバランス 

仕事と生活との調和を図ること。 
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２．高島市自殺対策推進協議会設置要綱 

  

（設置） 

第１条  市長は、自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）に基づき、市民に最も

身近な基礎自治体として、市民の暮らしに密着した相談支援・啓発等を始めとして、

地域の特性に応じた自殺対策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、高島市

自殺対策推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条  協議会は、次に掲げる事項について協議および検討する。 

 ⑴ 高島市自殺対策計画（以下「計画」という。）の進捗状況の確認および評価に

関すること。 

 ⑵ 計画に基づく施策の推進に関すること。 

 ⑶ その他協議会の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が選任する者１２人以内をもって組

織する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 関係機関および関係団体を代表する者 

 ⑶ 関係行政機関の職員 

 ⑷ その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長および副会長） 

第５条 協議会に会長および副会長１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会務を総理し協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その 

職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長および副

会長が選出されていないときは、市長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その

意見または説明を聴くことができる。 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委

員の意見を聴いて定める。 

３．高島市自殺対策推進協議会委員名簿  

 

区分 委員氏名 所 属 職名 

学識 三矢 早美 滋賀県難病相談支援センター 支援員（保健師） 

経験者 岡本 利子 嶺南こころの病院 生活支援部長 

関係機関 前田 昌彦 高島市医師会 会長 

関係団体 水谷 芳純 高島市民生委員児童委員協議会連合会 監事 

 堀出 俊子 夢の木訪問看護ステーション 所長 

 藤木 孝次 高島市障がい者支援センターコンパス 所長 

 内藤 佑介 湖西地域働き・暮らし応援センター 所長 

 松本 道也 高島市社会福祉協議会 

(つながり応援センターよろず) 

地域福祉課長 

 末武 美里 高島市民病院 地域医療連携室長 

 矢野 哲也 高島警察署 生活安全課長 

 万木 一徳 高島市消防本部 警防救急係長 

行政機関 奥沢 恵津子 滋賀県高島保健所 副主幹（保健師） 

    

市役所 清水 潤平 健康福祉部社会福祉課 参事 

関係課 中村 美幸 健康福祉部地域包括支援課 参事 

 古蒔 有子 健康福祉部障がい福祉課 参事 

 村田 秀俊 教育委員会学校教育課 主監 

 多胡 重孝 あすくる高島 所長 

 藤原 秀夫 健康福祉部 部長 

事務局 青谷 光恵 健康福祉部健康推進課 課長 

 森江 里美 健康福祉部健康推進課 主監 

 前河 康史 健康福祉部健康推進課 参事 

 八田 純子 健康福祉部健康推進課 保健師 

 古村 ちひろ 健康福祉部健康推進課 保健師 
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３．高島市自殺対策推進協議会委員名簿  

 

区分 委員氏名 所 属 職名 

学識 三矢 早美 滋賀県難病相談支援センター 支援員（保健師） 

経験者 岡本 利子 嶺南こころの病院 生活支援部長 

関係機関 前田 昌彦 高島市医師会 会長 

関係団体 水谷 芳純 高島市民生委員児童委員協議会連合会 監事 

 堀出 俊子 夢の木訪問看護ステーション 所長 

 藤木 孝次 高島市障がい者支援センターコンパス 所長 

 内藤 佑介 湖西地域働き・暮らし応援センター 所長 

 松本 道也 高島市社会福祉協議会 

(つながり応援センターよろず) 

地域福祉課長 

 末武 美里 高島市民病院 地域医療連携室長 

 矢野 哲也 高島警察署 生活安全課長 

 万木 一徳 高島市消防本部 警防救急係長 

行政機関 奥沢 恵津子 滋賀県高島保健所 副主幹（保健師） 

    

市役所 清水 潤平 健康福祉部社会福祉課 参事 

関係課 中村 美幸 健康福祉部地域包括支援課 参事 

 古蒔 有子 健康福祉部障がい福祉課 参事 

 村田 秀俊 教育委員会学校教育課 主監 

 多胡 重孝 あすくる高島 所長 

 藤原 秀夫 健康福祉部 部長 

事務局 青谷 光恵 健康福祉部健康推進課 課長 

 森江 里美 健康福祉部健康推進課 主監 

 前河 康史 健康福祉部健康推進課 参事 

 八田 純子 健康福祉部健康推進課 保健師 

 古村 ちひろ 健康福祉部健康推進課 保健師 
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４．計画策定の経過報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 事  項 内  容 

平成 30年 

4月26日 
自殺対策計画策定に関する県ヒアリング  

7月 13日 第 1回ワーキンググループ会議  

7月 13日～ 

7月 20日 
関係各課取り組みシート作成  

7月26日 第 1回高島市自殺対策推進協議会会議 
計画趣旨説明 

市の現状と課題 協議 

10月 5日 第 2回ワーキンググループ会議  

  10月 17日 第 2回高島市自殺対策推進協議会会議 課題整理、計画原案協議 

平成 31年 

1月16日 
第 3回高島市自殺対策推進協議会会議 計画（案）修正 

2月 20日～ 

3月 19日 
パブリックコメント  
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現
状

　　　　　　　　　　　　　　　　高島市における自殺予防の現状と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　

課
題

願
い

自殺を防ぐまちづくり（地域への啓発） 相談支援体制の充実 支援者の人材育成

・相談パンフレット配布（啓発）

・日常的な地域での見守りや
ボランテイア活動
（集まる場づくりや買い物支援
等）

・こころのつえ電話相談

・傾聴ボランティア

・居場所づくり（こども食堂、サ

ロン、見守りネットワーク）

・うつの方への相談窓口の啓

発

困っている人がＳＯＳを発信できるようになる

住民が自分の存在価値を感じ、生きがいをもって生活す

ることができる

→地域の担い手として活動

住民が相互に理解し合い、声をかけ合える地域

無職者や精神障がい者が、地域の人と共に過ごす機会が
増える

ちょっと立ち寄れる居場所がある地域

・子ども・若者支援地域協議会、
要保護児童対策協議会、学校、
民生児童委員、少年補導委員、
保護司等の連携

・相談支援専門員、サービス事
業者との連携、精神福祉ボラ
ンティアの養成（フォローアッ
プ）

・介護家族の会、ケアメンの会、
認知症カフェ

・地区組織（区長、民生委員、
福祉推進員、地区の見守り会
議）や社協（コミュニティーワー
カー）の連携

・道徳、特別活動等における自
己肯定感を高める取組、いの
ちを大切にする講演会（小６、
中学生対象）
・SC、SSWの講話等によるスト
レスマネジメント・アンガ―マネ
ジメント教室
・心の病に対する偏見を減らす
働きかけ、学校内外における
見守り活動

・働けない人が地域で居づらさ
を感じている

「死にたい」と思う方や自死遺族への対応
経験や知識が浅く、不安を抱えながら支援
に従事している

精神保健福祉理解促進のための研修、意
見交換

自殺対策担当者会議

自殺未遂者支援従事者研修

グリーフケア

（自殺完遂例の振り返り）

アルコール依存症の支援者向け研修会の
実施

アルコール依存症患者やその家族への支

援について、多職種の連携が十分とれてい

ない

教育関係者の自殺リスクへの意識はまだ
まだ高くないと思われる

精神保健福祉理解促進のための研修、意
見交換

支援者間で連携がしやすいような体制が
必要。

支援者は、自殺予防に関する知識や経験
が浅いまま支援をしており、不安が大きい。

市内に専門医療機関（精神科）が１か所し
かなく、支援者の相談先が少ない。

自殺予防対策と聞くと、専門的なイメージ

が高く、教育関係者にはハードルが高くな

る。

支援者支援のための定期的な研修が必

要。

被虐待児が、後程自傷行為に至ることなく過ごせる

精神障がいやアルコール依存症等のある方が、早期に
相談できる

情報の取り扱いルールを決め、いのち同様、個人のプラ
イバシーも守られる

高島市版の相談窓口一覧が作成でき、地域住民や支
援者が相談先がわかりやすくなる

教育関係者も認識を高めていきたい

自殺未遂者支援の充実

支援者が自信を持って悩みのある方に
関わることができる

消防や警察との情報共有・情報開示が
今よりも進んでいく

被虐待児のこころのケアに関する対策が十分でない。

プライバシー保護の点から情報開示が難しい。
（同意を得られるか、ということを考えていく必要がある）

市内に専門医療機関（精神科）が１か所しかなく、必要時
にすぐ受診できない。

自殺者に関する情報は、年度末にしか把握できず、実態
把握がタイムリーにできない。

自死遺族とつながるシステムがなく、支援が行えていない
ケースがある

地域の意識変容への取り組みが必要。

・地域での居場所づくりが必要。
・企業・事業所への啓発（体調管理）

発信力の弱い人が増えている。

家族間、親族間、地域間での関係性の希薄化が進み、
孤立している市民が多い。

無職者や精神障がい者に対して地域住民の理解が得
にくい。

・市民健康講座、広報、「こころ

のつえ」相談事業（委託）
・ゲートキーパー養成講座

生活困窮者自立支援事業
つながり応援センターよろずの
取り組み（広報掲載、市・社協）

精神障がい者を対象としたサ

ロン（委託）・ディケアの実施

・ひきこもり支援

自殺企図のケースについて、
搬送中に状況をよく聞き、病院
の看護師に伝えている

・障がいのある方の就労支援
・障がい者自立支援協議会精
神保健福祉部会に参加し、情
報共有している

・（産業保健）メンタルダウンへ
の対応や復職の支援

・不登校ケースについての相談
先紹介

医療機関の中で、治療・認知行

動療法・カウンセリング等の実

施

・精神障がい者支援について、
保健師と共有

・関係機関がどこに相談したら
いいか困ることがある（特に夜
間・休日）

・自傷行為、自殺未遂、自殺の
背景に虐待を受けていた児が
多い印象

・産後うつ対策（産婦健診、新
生児訪問）
・未遂者支援事業「高島いのち
のサポート事業」、相談訪問、
個別支援会議

・基本チェックリスト（うつ項目）
による把握と個別支援
・ケアマネジャーとの連携と訪
問指導、サービス担当者会議、
地域個別ケア会議による支援

しゃべり場（ちょこっと相談）、

「あすくる」での居場所づくり

生活保護受給者への相談・訪

問

アルコール依存症のある方が
孤立している

身近な人（保護者等）の自殺を
経験した子ども、治療中の子ど
もへの心に寄り添った支援と情
報共有

・アンケートや教育相談から悩
みを抱える児童生徒の発見
・保護者との連携、継続的な家
庭訪問等で長期休業中も様子
を確認
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